
男子トイレ 　ご注意ください
動産執行，不動産引渡執行（引渡命令の執行を含む。），保全処分の執行の申立ては，霞が関庁舎の執行官室執行
部（℡０３－３５８１－５０２８）で取り扱います。代替執行，間接強制に関する事務は，霞が関庁舎の民事９部内民事２１
部代替執行係（℡０３－３５８１－５４１１（内）３４２４）で取り扱います。

女子トイレ

喫 煙 室

売却場

開札期日実施

待合室

債 権 執 行 書 記 官 室

EV EV 債権受付係
・債権執行　(ル，ナ)
・動産競売許可の申立
　て

換価・取下係
・陳述書提出
・売却命令申立て
・譲渡命令申立て
・転付命令申立て
・債権執行(ル,ナ)
　取下げ
・債権差押命令に対す
　る執行抗告申立て

債権配当係
・事情届 (リ）提出
・債権計算書(リ)提出
・債権配当実施

玄 関

２階
・内覧参加申出
・入札関係用紙の交付
・入札書の提出
・特別売却買受申出

執 行 官 室
不 動 産 部 受 付

○ 保管金係・出納係
　・民事執行予納金の納付，
　　還付
　・配当金の受領
管理係
　・遺失物に関する問合せ

○
○

○

不 動 産 執 行 書 記 官 室

不動産開始係
・不動産執行（ケ，ヌ）申立て
・債権届出書提出
・配当要求書提出
・開始決定に対する異議申立て
・強制管理，担保不動産収益執
　行申立て

不動産配当係
・代金納付
・法８２条２項の申出
・買受人のための保全処分申
　立て
・引渡命令申立て
・引渡命令の執行文付与申請
・引渡命令に対する執行抗告
　申立て
・債権計算書（ケ，ヌ）の提出
・不動産配当実施

EV EV 法
廷
待
合
室

出納第三課 EV EV

民　事　執　行　セ　ン　タ　ー　の　ご　案　内
あなたのご用件は？ 〒１５２－８５２７　東京都目黒区目黒本町２丁目２６番１４号　東京地裁民事執行センター（℡０３－５７２１－４６３０（総合案内））

●執行手続一般について聞きたい
　　　　　１階の総合案内係

●債権差押え（執行）の申立てをしたい
　　　　　２階の債権受付係へ

●不動産競売（執行）の申立てをしたい
　　　　　３階の不動産開始係へ

●執行抗告状を提出したい
　　・債権差押命令に対して
　　　　　２階の換価・取下係へ
 　 ・売却許可決定に対して
　　　　　３階の売却・取下係へ
　　・引渡命令に対して
　　　　　３階の不動産配当係へ

●提出した債務名義等を返して欲しい
　　・債権差押え
　　　　　２階の換価・取下係へ
　　・不動産競売
　　　　　３階の売却・取下係へ

●執行事件の当事者等が記録を閲覧し
　 たい
　　　　　１階の記録係へ

●競売不動産を買い受けたいが，
　　・売却に付されている物件の情報を
      入手したい
　　　１階の物件明細書等閲覧室へ
　　・実施される内覧に参加したい
　　　２階の執行官室不動産部受付へ
　　・入札するための用紙が欲しい
　　　２階の執行官室不動産部受付へ
　　・入札書を提出したい
　　　２階の執行官室不動産部受付へ
　　・開札期日に臨席したい
　　　２階の売却場へ
　　・売却許可になったかどうか確認
      したい
　　　１階の物件明細書等閲覧室へ
　　　（但し売却決定期日から２週間）

●不動産競売で購入した不動産の代金
　 を納付したい
　　　　３階の不動産配当係へ

※執行センター内で印紙・郵便切手を
購入することはできません。

１階 ３階

総 合 案 内 物件明細書等閲覧室
法 廷 兼
第１審尋室

不動産売却係
・不動産執行（ケ，ヌ）取下げ
・売却許可決定謄本,証明申請
・売却許可決定に対する執行
　抗告申立て

・地代代払許可の申立て
・物件明細書に対する異議申
　立て提出

公告書の閲覧
　・配当要求終期
　・期間入札
　・売却許可決定
　・内覧実施
開札結果の閲覧
３点セットの閲覧（特別売却物件を含
む。）

総合案内係
　手続案内

記　録　係
　記録閲覧謄写申請

財産開示係
　財産開示の申立て

記 録

閲覧室

第 ２
審 尋 室 待合室

謄 写

コーナー

多機能トイレ


